
基本目標2

いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち

【健康・福祉・医療分野】



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策 ２－１ 健康づくり・健康管理の推進

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

11,168

0

11,168

53,146

53,146

0

285

285

0

169,867

742

169,125

1,760

505

1,255

1,192

895

297

1,493

6

1,487

53,207

15,644

37,563

2-4 国保年金課

国保年金課

4 予防接種事業
「風しん」の予防接種と抗体検査を継続し、新たに「水痘」、「成人用肺炎球菌」、
「流行性耳下腺炎」の予防接種を追加することにより、疾患予防の充実を図る。

拡充 2-4 健康増進課

8 特定健康診査事業
生活習慣病の予防及び重症化を防止し、健康寿命を延ばすため、特定健診の追
加項目に「心電図検査」、「眼底検査」、「貧血検査」を加え、検査体制の充実を図
る。。

拡充 2-4

7 国民健康保険制度啓発事業
重複頻回受診者を訪問し、病状や受診状況を確認し、適切な医療受診や健康管
理を指導する。

継続

健康増進課6 フッ素事業

幼稚園の園児、小学校の児童並びに中学校の生徒を対象に、歯の健康保持及び
増進を図ることを目的に、フッ素塗布を実施する。フッ化物洗口事業を実施してい
ない１６校のうち、平成２６年度に７校、平成２７年度に市内すべての施設で実施予
定。

継続 2-4

5 糖尿病ゼロ作戦事業
糖尿病発症の要因である生活習慣の改善を市民全体に普及させるための糖尿病
フェアや糖尿病予防の保健指導などを実施する。

継続 2-4 健康増進課

健康増進課

3 笑って健康いきいき事業 免疫力アップに効果がある「笑い」を普及するための講演会を実施する。 継続 2-4 健康増進課

2 災害関連健康管理事業
子どもに線量計を配布し、一人ひとりの生活実態に即した線量を把握することで、
健康不安の軽減と健康管理に反映させる。

継続 1-3

復興計画
主要施策

担当課

1 内部被ばく検査事業
西白河地方５市町村共同で白河厚生総合病院内にホールボディカウンターを設置
し、長期的な検査体制を整えることで、市民の健康不安の軽減と健康管理を行う。

継続 1-3 健康増進課

区分

市民が健康づくりと疾病予防に関心を持ち、自主的な健康増進活動が活発化されることで、健康で生きがいを持ち自立
した生活が送られるとともに、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境の構築により、健康寿命が伸びて
います。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策２－２ 医療体制の充実

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

19,800

0

19,800

1,593

0

1,593

2,471

0

2,471

1,058

0

1,058

10,210

0

10,210

1,488

0

1,488

健康増進課6 小児平日夜間救急医療事業
子どもの健康を守るとともに、安心して子育てができる環境の向上に資するため、
夜間における小児初期救急医療体制の整備充実を図る。

新規 2-4

健康増進課

5 病院群輪番制事業 休日・夜間に入院治療を要する重症患者に対し、二次救急医療の確保を図る。 継続 2-4 健康増進課

4 休日歯科診療事業 休日における歯科診療歯科診療体制の確保を図る。 継続 2-4

健康増進課

3 在宅当番医制事業 休日における初期救急医療体制の確保を図る。 継続 2-4 健康増進課

2
みんなが安心できる地域医療づ
くり事業

医師会及び県や関係機関等と連携し、市民との意見交換の場を設けながら、安
心して医療が受けられる地域医療の充実を目指す。

継続 2-4

復興計画
主要施策

担当課

1 救急医療体制強化支援事業
救急搬送を受け入れている二次救急医療機関に、西白河地方５市町村共同で医
師の確保を支援し、救急搬送の応受率向上を図り、救急医療体制を強化する。

継続 2-4 健康増進課

区分

市民一人ひとりが「かかりつけ医」を持ち、身近な地域で適切な医療を受けられています。
休日や夜間の急病に対して、誰もが安心して医療を受けられる体制が整っています。
国の制度等の変更や社会経済情勢の変化に柔軟に対応した国民健康保険制度の健全な運営が図られています。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策２－３ 子育て支援の推進

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

10,277

6,802

3,475

16,088

14,761

1,327

4,432

0

4,432

5,000

0

5,000

52,070

0

52,070

2,529

0

2,529

81

0

81

3,117

1,440

1,677

348,253

155,136

193,117

子どもと保護者の保育ニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供することにより、子育てに対する不安も減り、子
どもは伸び伸びと心身とも健やかに成長しています。
子育てに伴う経済的負担の軽減を含めた総合的な支援策を充実・拡充することにより、子どもを安心して産み、子育て

しやすいまちが形成されています。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分
復興計画
主要施策

担当課

1 屋内遊具施設管理運営事業
放射線の影響や天候を気にすることなく、屋内でおもいきり体を動かしたり、遊ぶ
ことのできる遊具・砂場を設置し、親子のストレス解消と子どもの心身の健全育成
を図る。

継続 5-2 こども課

こども課

3
子ども・子育て支援事業計画策
定事業

子ども・子育て関連３法の成立などに伴い、平成27年度から地域の子ども・子育
てを総合的に推進する必要があることから、その基本となる支援事業計画を策定
のためのニーズ調査を平成25年度に実施し、得られた結果を基に平成26年度に
おいて、支援事業計画を策定する。（支援事業計画分については、交付税措置）

継続 5-2 こども課

2 保育園給食検査体制整備事業
市内の公立・私立保育園に放射能測定システムを整備、検査員を配置し、食材
等を検査することにより、保育園給食の安全・安心を確保する。

継続 1-1

健康増進課

5 妊婦健康診査事業
赤ちゃんの細菌性髄膜炎や肺炎等の要因となるＢ群溶血性連鎖球菌検査を新た
に追加するとともに、妊婦一般健康診査費用15回分の助成を継続して実施する。

継続 2-4 健康増進課

4 特定不妊治療費用助成事業 子どもを希望しながらも恵まれない夫婦へ治療費の一部を助成する。 継続 5-2

健康増進課

7 母子訪問指導事業
妊産婦・乳幼児の家庭訪問を実施し保健指導を行い、健やかな子育てを支援す
る。

継続 2-4 健康増進課

6 妊婦健康診査費用助成事業 里帰り出産などで、県外で妊婦健康診査を受けるものに対し、費用助成を行う。 継続 2-4

健康増進課

9 こども医療費助成事業
児童の健全な育成と更なる福祉の増進を図るため、出生から18歳までの入院・外
来に係る医療費の保険診療分一部負担金を助成する。

継続 5-2 こども課

8 こんにちは赤ちゃん訪問事業
生後４ヵ月までの乳児の家庭を訪問し、子育ての不安解消や虐待の早期発見を
行う。また、養育支援が必要な家庭を訪問し、指導・助言を行う。

継続 2-4



5,061

2,530

2,531

200

0

200

2,033

0

2,033

22,891

11,110

11,781

80,745

42,675

38,070

4,104

2,050

2,054

46,527

29,712

16,815

720

0

720

98,913

98,913

0

こども課10 つどいの広場事業
乳幼児を持つ親と子どもが気軽に集い、語り合い、交流する場を設置するととも
に、育児相談などを行い、子育て支援機能の充実を図る。

継続 5-2

新規 5-2 教育総務課16 児童クラブ施設設備改修事業
対象年齢を小学校６年生まで拡大するため、受入れ能力が不足する施設の改修
を行うとともに、快適な保育環境を提供するため、児童クラブへの空調設備（エア
コン）等を整備する。

こども課

12
ファミリーサポートセンター委託
事務

育児の援助を受けたい人、提供したい人が会員となり、地域の中で会員同士が
お互いに助け合う活動を支援する。

継続 5-2 こども課

11
家庭訪問型子育て支援（ホーム
スタート）事業

未就学児を持つ引きこもりがちな親を対象に、地域の子育て経験者が定期的に
家庭を訪問し、地域社会との関わりを手助けし、孤立化や児童虐待の未然防止
につなげる活動を支援する。

継続 5-2

13 保育園施設設備改修事業 快適な保育環境を提供するため、空調設備（エアコン）等を整備する。

こども課

18
子育て世帯臨時特例給付金支
給事業

消費税率引き上げに伴う子育て世帯への影響を緩和するため、臨時特例給付金
を支給する。

新規 5-2 こども課

子育てサロン推進事業
子育てを楽しめる環境づくりを促進するため、乳幼児及びその保護者が気軽に集
い交流し、仲間づくりを行う場を運営する団体に対し、その費用の一部を助成す
る。

新規 5-217

新規 5-2 教育総務課

新規 5-2 教育総務課

こども課14
放課後児童健全育成事業(放課
後児童クラブ)

保護者の就労等の理由により放課後留守家庭になる児童に遊びと生活の場を提
供して健全育成を図る。

拡充 5-2

15 児童館施設設備改修事業
快適な保育環境を提供するため、児童館への空調設備（エアコン）等を整備す
る。



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策 ２－４ 高齢者福祉の推進

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

21,390

21,390

0

3,116

899

2,217

1,300

133

1,167

350

350

0

564

0

564

9,241

0

9,241

3,747

0

3,747

324

0

324

890

0

890

高齢社会に対応した介護・保健福祉・生きがいづくりなどの各種取組みを計画的に進めることで、高齢者を含めたすべ
ての市民が個人の尊厳を保持しながら、住み慣れた地域で心身ともに健やかに暮らしています。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分
復興計画
主要施策

担当課

1
要介護高齢者介護激励金給付
事業

要介護３・４・５の認定を受けた６５歳以上の高齢者を在宅で介護している方に対
し、毎年激励金を支給する。

継続 2-4 高齢福祉課

高齢福祉課

3 老人クラブ活動特別事業
老人クラブ連合会が各地域において工夫を凝らして行う事業に要する経費及び連
合会の運営費を助成する。

継続 2-4 高齢福祉課

2
白河市老人クラブ連合会運営事
業

高齢者の生きがいづくりのための多様な社会活動支援として、白河市老人クラブ
連合会への助成を通じて単位老人クラブの運営費を助成する。

継続 2-4

高齢福祉課

5
車イス同乗軽自動車貸出事業
（４地域）

自力歩行が困難な高齢者や障がい者の通院等の外出用として、車椅子同乗軽自
動車や昇降シート付軽自動車を貸出す。

継続 2-4 高齢福祉課

4 老人クラブ友愛訪問事業
老人クラブが行う一人暮らし高齢者及び寝たきり高齢者等に対する訪問による安
否確認活動の経費を愛の基金を活用し助成する。

継続 2-4

高齢福祉課

7 軽度生活援助員派遣事業
要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上の一人暮らしの方を対象に、週２
回・１回２時間を限度に買い物や簡単な家事の手伝いを行う援助員を派遣する。

継続 2-4 高齢福祉課

6 緊急通報システム事業
６５歳以上の一人暮らしの方や６５歳以上の寝たきり又は認知症の高齢者を抱え
る高齢者世帯等を対象に、急病や事故等の緊急時に通報できるペンダント式の緊
急通報装置を貸与する。

継続 2-4

高齢福祉課

9 寝具乾燥業務委託事業
６５歳以上の一人暮らしの方や要介護３・４・５の認定を受けた６５歳以上の寝たき
りの方を対象に、月に１回、寝具類の丸洗い・乾燥を行う。

継続 2-4 高齢福祉課

8 高齢者日常生活用具給付事業
６５歳以上の一人暮らしの方を対象に、自動消火器、火災警報機、電磁調理器を
給付する。

継続 2-4



2,486

0

2,486

1,033

0

1,033

3,346

3,240

106

2,100

0

2,100

4,635

2,746

1,889

5,040

2,520

2,520

8,895

5,280

3,615

3,360

1,991

1,369

1,728

1,024

704

60,656

35,939

24,717

14,074

9,360

4,714

高齢福祉課

11
要介護高齢者巡回理・美容券交
付事業

要介護４・５の認定を受けた６５歳以上の在宅の方を対象に、家庭で理・美容師に
散髪してもらう際に使用できる助成券（１回２，５００円）を年間５枚交付する。

継続 2-4 高齢福祉課

10 生きがいデイサービス事業
要支援・要介護認定を受けていない６５歳以上の一人暮らしの方を対象に、月に１
回程度、施設でレクリエーション等を行う。

継続 2-4

高齢福祉課

13
高齢者サロンあったかセンター
事業

高齢者が歩いて行ける範囲を目安に、高齢者が気軽に集まり地域の住民と触れ
合うことができる高齢者サロン「あったかセンター」の設置を推進しその運営費を助
成するとともに、運営に携わる高齢者サポーターを養成する。

拡充 2-4 高齢福祉課

12
はり、きゅう、マッサージ等施術
費助成事業

７０歳以上の方または身体障害者手帳１級・２級の交付を受けている６５歳以上の
方を対象に、はり・きゅう・マッサージの施術を受ける際に使用できる助成券（１回
１，０００円）を年間６枚交付する。

継続 2-4

高齢福祉課

15 高齢者等住宅改修助成事業
要支援・要介護認定を受けていない６０歳以上の方を対象に、転倒防止等のため
に行う自宅改修に要する経費の一部を助成する。

継続 2-4 高齢福祉課

14
高齢者等生活支援事業
「あったか訪問収集」

自力でごみを集積所へ出すことが困難で身近な人の協力が得られない６５歳以上
の一人暮らしの方等を対象に、ごみの訪問収集と安否確認を行う。

継続 2-4

高齢福祉課

17
在宅高齢者介護用品支給事業
（介護保険特別会計）

市民税非課税世帯に属する要介護４・５の認定を受けた６５歳以上の高齢者を在
宅で介護している家族の方を対象に、紙おむつ等の介護用品と引き換えできる
サービス券（月一回５，０００円限度）を月数分交付する。

継続 2-4 高齢福祉課

16
高齢者相談員・訪問員設置事業
（介護保険特別会計）

７０歳以上の一人暮らしの方又は７０歳以上の方のみの世帯で希望する方（世帯）を対象
に、定期的に自宅に電話をかけて安否確認を行う。 また、７０歳以上の一人暮らしの方と
７５歳以上の方のみの世帯を対象に、市が計画的に自宅を訪問し安否確認を行う。

継続 2-4

20 介護予防特定高齢者事業
被保険者が要介護状態になることを予防するために、対象者を把握し、理学療法
士、作業療法士、歯科衛生士が訪問指導をする。

継続 2-4 健康増進課

高齢福祉課

19 地域包括支援センター運営事業
高齢者に生活の安定や保健･福祉・医療などの援助を行う地域包括支援センター
について、より地域に密着した支援体制の推進及び充実を図る。

継続 2-4 高齢福祉課

18
あったか訪問収集事業
（介護保険特別会計）

６５歳以上の一人暮らしの方又は６５歳以上の方のみの世帯で、身体の障がい等
の理由により食事の用意が困難な方（世帯）を対象に、週に３回を限度に昼食の
配達をし安否確認を行う。

継続 2-4



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策２－５ 障がい者福祉の推進

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

15,600

0

15,600

821,154

614,965

206,189

1,657

1,614

43

101,570

75,841

25,729

6,487

4,865

1,622

障がい児福祉サービス支給事
業

障がい児通所事業所で発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉ｻｰﾋﾞｽを提
供する。

2-4

社会福祉課

社会福祉課

2-4 社会福祉課

居宅や障がい者支援施設、グループホーム等において生活介護、機能訓練、就
労支援等の福祉サービスを提供する。

継続

2-4 社会福祉課

2-4

3
重度障がい者タクシー運賃等助
成事業

重度の障がいを持つ方に対し燃料費やタクシー料金の一部を助成する。 継続

継続

障がいの内容に応じた専門的・総合的な助言・指導と虐待防止対策などを充実さ
せるため、総合相談窓口としての支援センターを設置し、障がい者福祉のサービ
ス向上を図る。

新規5
障がい者基幹相談支援センター
事業

4

3ヵ年の事業計画 復興計画
主要施策

担当課

1 特定疾患患者見舞金支給事業
国の特定疾患治療研究事業実施要綱に定める疾患で治療を受けている者及び
腎臓機能障害で慢性透析療法を受けている者に対し見舞金(年額30,000円)を支
給する。

継続 2-4 社会福祉課

区分

2 障がい福祉サービス支給事業

障がい者の意思を尊重した福祉施策を推進することで、障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を営むために必
要なサービスと支援を受けられる社会が実現しています。

No 事業名 事業概要



基本目標２ いきいきと健やかで明るい笑顔があふれるまち【健康・福祉・医療分野】

施策２－６ 地域福祉の充実

【めざすまちの姿】

H26事業費（千円）
特定財源
一般財源 H26 H27 H28

41,247

0

41,247

706,951

535,923

171,028

5,490

5,490

0

173,357

173,357

0

社会福祉課4 臨時福祉給付金給付事業
消費税率の引き上げに伴う低所得世帯の影響を緩和するため、臨時特例給付金
を支給する。

新規 2-4

社会福祉課

3 住宅手当支給給付業務
離職者で就労能力・意欲がある者のうち、住宅を喪失または喪失するおそれのあ
る者に対し、原則3ヵ月(最長9ヵ月)間、住宅手当(家賃)を支給するとともに再就職
の支援を行う。

継続 2-4 社会福祉課

2 生活保護扶助事業
生活保護法の規定に基づき、被保護者の最低限度の生活を保障するとともに、
自立の助長を図るために要する経費を支給する。

継続 2-4

復興計画
主要施策

担当課

1 社会福祉協議会活動支援事業 社会福祉協議会の運営費等の一部を補助する。 継続 2-4 社会福祉課

区分

地域でお互いに助けあい、支えあう心が育まれ、支援を必要としている人に対し、地域ぐるみで支援が行われる地域活
動が活発化していることで、誰もが安心していきいき暮らせる地域社会が実現しています。

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画


